
                                         

 

 

市民部ま ちづく り 課 

 

富士市吉永北まちづく り センタ ー指定管理者候補者の審査結果について 

 

富士市吉永北ま ちづく り センタ ーの設置目的を十分に理解し 、 公正かつ適正で、 よ り 効果的・

効率的に管理運営を行う こ と ができ る 指定管理者について、 審査項目に基づき 厳正に審査し た結

果、 次のと おり 候補者を選定し ま し た。  

 

１  施設の概要 
 

施 設 の 名 称 富士市吉永北ま ちづく り センタ ー 

設 置 目 的 地区住民によ る 主体的なま ちづく り を支援し 、 市民に密着し た行政サー

ビス の充実を図り 、 地区住民と 行政の協働によ る ま ちづく り を進める こ

と を目的と する 。  

所 在 地 富士市鵜無ケ淵１ ６ ２ 番地の１  

施 設 概 要   構造 鉄筋コ ンク リ ート ２ 階建 

  面積 敷地面積 １ ， ８ ３ ７ ． ６ ３ ㎡ 

延べ床面積 ５ １ ９ ． ６ １ ㎡（ １ 階 272. 67 ㎡、 ２ 階 246. 94 ㎡）  

施 設 構 成   センタ ー棟 

  駐輪場 

  駐車場 

  センタ ー倉庫 

  防災倉庫 

竣 工 年 月 日 平成４ 年２ 月２ ４ 日 

 

２  指定管理者候補者の選定方法 

  指定管理者と なる 団体の妥当性を判断する ため、 外部有識者等から なる 「 富士市市民交流施

設指定管理者選定評価委員会」 において、 書類審査、 プレ ゼンテーショ ン審査及び質疑応答に

よ り 、 総合的に評価・ 選定を行いま し た。  

 

３  指定管理者選定評価委員会によ る 審査 

委 員 会 の 開 催 第１ 回 選定評価委員会 令和６ 年７ 月２ ２ 日（ 月）  

第２ 回 選定評価委員会 令和６ 年９ 月１ １ 日（ 水）  

第３ 回 選定評価委員会 令和６ 年９ 月１ ３ 日（ 金）  

委 員 構 成 委員長 石川 雅典（ 常葉大学社会環境学部教授）  

委 員 水本 吉昭（ 富士商工会議所特任参事）  

委 員 毛涯 晋（ 富士市町内会連合会副会長）  

委 員 篠原 丈治（ 公認会計士）  

委 員 勝又 洋（ 清水銀行理事富士支店長）  

申 請 者 一般社団法人 吉永北地区ま ちづく り 協議会 
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選定に 当た っ て

重 視 す る 事 項 

地区住民によ る 主体的なま ちづく り を支援し 、 市民に密着し た行政サー

ビス の充実を図り 、 地区住民と 行政の協働によ る ま ちづく り を進める と

いう 施設の設置目的を十分に理解し 、公正かつ適正な管理運営を効果的、

効率的に行う こ と ができ る こ と 。  

指 定 管 理 者 に 

求 め る レ ベ ル 

  指定期間における 目標及び達成に向けた考え方を有し ている こ と 。  

  地域住民の発想によ る 新たなま ちづく り 活動に関し て相談体制、 支

援体制を有し ている こ と 。  

  地域コ ミ ュ ニティ が継続し ていく ためのま ちづく り 活動の推進に関

する 提案事項を持っている こ と 。  

  施設の目的等を踏ま えた、 提案事業及び自主事業についての提案を

有し 、 利用者から の意見を受入れ改善等を 検討する 方策を持ってい

る こ と 。  

  利用者が安心・ 安全に施設を利用する ため、 安全を確保する 日常点

検や警備、 衛生管理のための施設の清掃等を行う 能力を有し ている

こ と 。  

  施設を管理運営する ための組織体系及び人員配置計画を有し ている

こ と 。  

  安定し た事業運営のための収支計画を持っている こ と 。  

審 査 項 目 

及 び 配 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記「 重視する 事項」 及び「 指定管理者に求める レベル」 の充足度を総

合的に評価する ため、 以下のと おり 審査項目及び配点を設定し まし た。  

 

大項目 審査項目 配点 

指定管理に係る 基

本方針 

（ 配点 ４ ０ 点）  

事業への参加動機、 意欲 ５ 点 

施設の意義や目的を踏ま えた指定管

理の取組方針 
５ 点 

指定管理期間における 目標及び達成

に向けた考え方 
10 点 

ま ちづく り 活動に関する 相談支援体

制 
10 点 

ま ちづく り 活動の推進に関する 提案

事項 
10 点 

運営管理業務に関

する こ と  

（ 配点 ３ ０ 点）  

基本的な運営内容 ５ 点 

市民サービス の向上策 ５ 点 

利用者と のト ラ ブルへの対応方法 ５ 点 

Ｐ Ｒ 活動の方策 ５ 点 

提案事業及び自主事業など に係る 提

案事項 
10 点 
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審 査 項 目 

及 び 配 点 

 

 

 

 

 

維持管理業務に関

する こ と  

（ 配点 １ ０ 点）  

施設利用者の安全確保及び衛生管理

に関する こ と  
５ 点 

施設の維持保全など円滑な運営に関

する こ と  
５ 点 

業務の実施体制に

関する こ と  

（ 配点 １ ５ 点）  

適切な管理運営のための組織体系及

び人員体制 
５ 点 

人材育成の考え方 ５ 点 

リ ス ク マネジメ ント の考え方 ５ 点 

収支に関する こ と  

（ 配点 ５ 点）  
指定期間における 収支見込 ５ 点 

合計  100 点 

  

審 査 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  項目ごと の評価 

項目ごと に評価点を設定し 、 採点を行いま し た。  

指定管理者候補者に選定さ れた事業者に対する 評価の概要は次のと

おり です。  

  指定管理に係る 基本方針について（ ４ ０ 点中２ ５ ． ８ 点）  

・ 人口減少や少子高齢化等地区の諸課題が具体的に記さ れ、 少子高

齢化対策も 含め、 事業に取り 組む意欲が丁寧に説明さ れている 点

で、 高い評価を受けま し た。  

・「 まちづく り 目安箱」 の設置を行い、 丁寧に住民の意見を拾い上げ

る 姿勢が見ら れ、 積極的に地区の課題を把握する ための方策を持

っている 点で、 求める レ ベルを満たし ている と の評価を受けま し

た。  

・ 世代交流のイ ベント や後継者育成と し ての人材バンク 「 To be 吉

永北っ子」 の事業など 、 地区固有の課題への具体的な対応が講じ

ら れている 点で、 求める レ ベルを 満たし ている と の評価を受けま

し た。  

  運営管理業務に関する こ と について（ ３ ０ 点中１ ９ 点）  

・ 利用者と のト ラ ブルの対処法について、 事例ごと のト ラ ブル対処

体制が構築でき ている 点で、 求める レ ベルを満たし ている と の評

価を受けま し た。  

・ Ｐ Ｒ 活動について、 現状分析やニーズの把握をし っかり 行い、 世

代ごと にタ ーゲッ ト を絞ったＳ Ｎ Ｓ 等にて住民がイ ベント を認識

する 機会の増加を図る 方策が強化さ れている 点で、 求める レ ベル

を満たし ている と の評価を受けま し た。  

・ 提案事業と 自主事業に係る 提案事項について、 少子高齢化など の

諸課題や地区の特性に基づいて事業が整理・ 提示さ れている 点で、

求める レ ベルを満たし ている と の評価を受けま し た。  
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審 査 結 果 

 

 

 

 

 

  維持管理業務に関する こ と について（ １ ０ 点中６ 点）  

・ 利用者が安心・ 安全に施設を利用する ための警備、 衛生管理のた

めの清掃等、 具体的な方策について示さ れており 、 求める レ ベル

を満たし ている と の評価を受けま し た。  

・ 施設の保守・ 修繕について施設の機能を 健全に維持する ための日

常点検等、 具体的な方策が提案さ れており 、 求める レベルを満た

し ている と の評価を受けま し た。  

  業務の実施体制に関する こ と について（ １ ５ 点中９ 点）  

・ 施設の運営管理業務を適切に行う 人員体制が整っている 点で、 求

める レベルを満たし ている と の評価を受けま し た。  

・ 職員の質的向上を目指す基本研修について、 業務研修等必要な研

修が具体的に示さ れている 点で、 求める レ ベルを満たし ている と

の評価を受けまし た。  

・ 施設利用者の安全を守る ための防犯・ 防災対策の具体的な方策、

事故発生時の対応策などが適切なも のと なっている 点で、 求める

レベルを満たし ている と の評価を受けまし た。  

  収支に関する こ と について（ ５ 点中３ 点）  

・ 各業務を遂行する にあたり 、 必要と なる 経費が適正に計上さ れて

おり 、ま た、収支のバラ ンス がと れている 点で、求める レベルを満

たし ている と の評価を受けま し た。  

２  最終的な審査結果 

合計得点が評価基準点（ ６ ０ 点） を上回り 、指定管理者候補者と し て

の適格性を有する と 認めら れたため、 指定管理者候補者と し て決定し

ま し た。  

評 価 点 ６ ２ ． ８ 点 
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